
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

第 2 号被保険者の方は、60 歳到達⽇以降も iDeCo は自動的に「継続加入」となります。 
★60 歳で iDeCo の掛⾦を停⽌したい場合、受付⾦融機関で⼿続きが必要です！ 
※60 歳の誕⽣⽇が近い方は、裏⾯の【⼿続き・留意点】を必ずご確認ください！ 

＜これまで＞・iDeCo に加入できるのは 60 歳未満の方のみでした。 
・また、海外居住の方は加入できませんでした。

加入可能年齢の拡⼤ （施⾏⽇ 2022 年 5 月 1 ⽇） 

任意加入自営業者・専業主婦（夫）など（第 1・3 号被保険者）
    

会社員・公務員など（第 2 号被保険者）【※注意事項があります】   

海外居住の方（任意加入被保険者） 

60 歳 

＜2022 年 5 ⽉以降＞ 
20 歳以上 60 歳未満の方に加え、新たに下記の方が iDeCo に加入できるようになります。
 会社員・公務員等（第 2 号国⺠年⾦被保険者）で 60 歳以上 65 歳未満の方 
 60 歳以上 65 歳未満で、国⺠年⾦に任意加入している方 
 国⺠年⾦に任意加入している海外居住の方

＜iDeCo に加入できる期間（イメージ）＞ 65 歳

確定拠出年⾦法（iDeCo）改正のお知らせ

iDeCo に加入できる年齢の要件 
などが拡⼤されます 

iDeCo 加入者のみなさま 

高齢期の就労が拡大する中、より多くの人が iDeCo を活用できることを目的に、確定拠出年⾦法が改正
されます。本紙では 2022 年より施⾏される「iDeCo に関連する法改正」の主な内容をお知らせします。

会社員・公務員など（第 2 号被保険者）
現⾏ 

自営業者・専業主婦（夫）など（第 1・3 号被保険者）

2022 年 
5 月以降 

※第 2 号被保険者の方で、満 60 歳の誕生⽇が近い方はご注意ください！ 

 ご注意ください 
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